
京都市道路附属物自動車駐車場条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成３１年３月２８日   

京都市長 門 川 大 作   

京都市規則第   号 

   京都市道路附属物自動車駐車場条例施行規則の一部を改正する規則 

 京都市道路附属物自動車駐車場条例施行規則の一部を次のように改正する。 

 別表第１ １備考以外の部分中「４８０円」を「５００円」に，「１，２００円」を「１，

「                 「 

２５０円」に， 

円 

４８０  を 

円 

５００  

１，２００  １，２５０  

                       」                」 

に改め，同表１備考３を削り，同備考４を同備考３とし，同表２備考以外の部分中「２５

０」を「２６０」に改め，同表２備考３中「５００円」を「５２０円」に改め，「日曜日及

び土曜日以外の日（国民の祝日に関する法律に規定する休日（以下「休日」という。）を除

く。）の」を削り，同備考４中「１，５００円」を「１，５６０円」に改め，「日（」の右

に「国民の祝日に関する法律に規定する」を加える。 

 別表第２京都市御池駐車場の項中「２５０円券１１枚つづり」を「２６０円券１１枚つ

づり」に，「２，５００」を「２，６００」に改める。 

 別表第３ ２，７５０円券の項中「２，７５０円券」を「２，８６０円券」に，「２，５

００」を「２，６００」に改め，同表５，５００円券の項中「５，５００円券」を「５，

７２０円券」に，「５，０００」を「５，２００」に改め，同表１１，０００円券の項中「１

１，０００円券」を「１１，４４０円券」に，「１０，０００」を「１０，４００」に改め

る。 

 別表第４京都市出町駐車場の項中「９，０００」を「９，４２０」に，「２４，０００」

を「２５，１４０」に，「２，７００」を「２，８２０」に，「２，５００」を「２，６１

０」に，「５，５００」を「５，７６０」に，「１８，０００」を「１８，８５０」に改め，

同表京都市御池駐車場の項中「１０，０００円」を「１０，４７０円」に，「８，５００円」

を「８，９００円」に，「４５，０００」を「４７，１４０」に， 

 

２５０円」に，

１０５



「             「 

８，５００  を ８，９００  に，「３０，０００」を「３１， 

            」             」 

４２０」に，「５，０００円」を「５，２３０円」に，「３，５００円」を「３，６６０円」 

「 

に，「２０，０００」を「２０，９５０」に， ３，５００  を 

                               」 

「 

３，６６０  に改め， 

            」 

「 

自動二輪車以外の自動車に係る平日定期駐車券 ３９，０００   を削り， 

                                    」 

「２４，０００」を「２５，１４０」に，「７，９００円」を「８，２７０円」に，「６， 

                「                

４００円」を「６，７００円」に， ６，４００  を 

                            」             

「 

６，７００  に改める。 

            」 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成３１年１０月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日

から施行する。 

（準備行為） 

２ この規則による改正後の京都市道路附属物自動車駐車場条例施行規則（以下「改正後

の規則」という。）の規定による駐車料金の徴収その他これを徴収するために必要な準

備行為は，この規則の施行前においても行うことができる。 

 



（適用区分） 

３ 改正後の規則の規定は，この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後の駐車に

係る駐車料金について適用し，施行日前の駐車に係る駐車料金については，なお従前の

例による。 

４ 前項の規定にかかわらず，施行日前に入場させ，かつ，施行日以後に退場させる自動

車（原動機付自転車を含む。）の駐車料金については，改正後の規則別表第１の規定を適

用する。 

（経過措置） 

５ 施行日前にこの規則による改正前の京都市道路附属物自動車駐車場条例施行規則の規

定により発行した回数券及び前払式駐車券は，施行日以後においても使用することがで

きる。 

６ 前項に規定する回数券を使用するときは，回数券の券面額と改正後の規則別表第１に

掲げる金額との差額を納入しなければならない。 

（建設局自転車政策推進室） 


